
条

例 

埼
玉
県
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
学
校
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に 

改
正
す
る
。 

 

第
三
号
の
表
埼
玉
県
立
岩
槻
特
別
支
援
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
中
「
埼
玉
県
立
入
間
わ
か
く 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
埼
玉
県
立 

さ
高
等
特
別
支
援
学
校 

入
間
市
大
字
小
谷
田
字
車
道
南
七
百
四
十
五
番
地
一
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
立 

 

入
間
わ
か
く
さ
高
等
特
別
支
援
学
校 

入
間
市
大
字
小
谷
田
字
車
道
南
七
百
四
十
五
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に 

け
や
き
特
別
支
援
学
校 

 
 

 
 

 

さ
い
た
ま
市
中
央
区
新
都
心
一
番
地
二 

 
 

 
 

」 
 

改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
埼
玉
県
教
育
委

員
会
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 


